
製品の使用状況やターゲットを明確にし、
試験を設計していこう

　 EMC指令で生じる矛盾
　ヨーロッパに電子機器を輸出する際には、
CEマーキングの取得は欠かせません。CE
マーキングは製品によっていくつもの要求事
項をクリアしなければなりませんが、その中
でも基本となるのは、電磁妨害についての要
求を定めたEMC指令です。電子機器は必ずと
いっていいほど電磁波を出すので、CEマーキ
ングを取得するためには、EMC指令を必ずク
リアしなければなりません。
　EMC指令の要求事項は、理論的な事柄と一
般的な実使用状態を想定したものとして書か
れています。それをそれぞれのメーカーがつ
くる製品に当てはめたときに、矛盾が生じる
ことがよくあります。

　 試験の方向性はメーカーが
　 決める
　そのようなとき、どうしたら良いか困ってし
まう方もいらっしゃいますが、実はEMC指令の
中にその解決法は書いてあるのです。製品の実
使用状態に合わせてメーカーが試験の方向性

を決めたら良いのです。規格はあくまでも代表
例として書かれているだけであって、矛盾する
点については製造しているメーカーが自分で
決めることができます。
　これはとても簡単なように感じるかもしれ
ませんが、そうではない場合があります。ター
ゲットや使い方を明確にしないまま製品を開
発してしまったり、メーカーが実使用状態を知
らないと、試験の方向性を指定できないことが
よく起こるのです。

　 自社製品のクセや特徴をつかんで
　 おこう
　EMC指令の試験は、ある程度メーカーが決
めないとできません。特に、電磁妨害の強度を
測る場合は、部品の組み合わせや位置関係で
電磁波の発生が変化してしまいます。使用基
準を決めておかないと、一回ごとに測定値が
変化して再現性がなくなってしまいます。そ
うならないためにも、まずは自分たちの製品
のクセや特徴をつかんで、試験する内容を決
めていくことが大切です。

田口 和美 専門相談員
た　  ぐち　　  かず     み

プロフィール
EMCテストラボにて11年間、試験エン
ジニアとして従事後、ナノテックシュピ
ンドラー（株）にて製品評価およびガイ
ダンス業務に従事。EMC試験、CEマーキ
ング取得支援、各国申請代行業務、特に
現在は医療機器中心の評価およびガイ
ダンス業務を行っている。

（一社）日本医療機器工業会（日本理学療
法機器工業会） IEC 60601-1 ED.3リ
スクマネージメントWGにてオブザー
バーとして活動中。

月曜日担当
専門：CEマーキング、EMC、R&TTE指令

中小企業の海外展開を強力にバックアップする「広域首都圏輸出製品技術支援 センター（MTEP）」。
ここでは、MTEPの専門相談員がよくある質問やサポート内容、海外展開のコツをご紹介します。

    輸出製品技術支援センター＜本部＞ TEL 03-5530-2126お問い合わせ

世界に勝つものづくりのコツ
MTEP 専門相談員紹介

第11回

  ………………………………………………………………………………………
　現在、日本の市場規模は縮小傾向で、日本国内のものづくりも減少してきてしまっています。これ
から先、事業を拡大していくには、海外へ目を向けていかなければならない時代に突入しています。
国際化への第一歩は、CEマーキングなどの規格に対応していくことです。まだ海外への販売ルート
などが決まっていなくても、自社製品を使って欲しい人たち、使い方などのターゲットがしっかりと
決まっていればいるほど、試験項目が具体的になってきます。自分たちの要望でも良いので、そう
いうものをはっきりとさせてからMTEPなどを活用していただければ、より具体的なサポート
ができると思います。

【中小企業の皆さまへ】

　    事例紹介
　自走式建設機械の中に搭載される制御機器を製作している建設機械メーカーから、CEマーキングについて相談を受けました。一般的に、
自走式建設機械は「自動車指令」という、EMC指令とは別の指令への適合が要求されています。その中で使われている制御機器なので、自動
車指令に適応しないといけないかという相談でした。調べてみると、自動車指令では時速25km以上で動いているときに動作する機器は対
象になりますが、それより遅いときに使用する機器は自動車指令に含まなくても良いことがわかりました。結果として、その企業が製作し
ている数十機種の機器の中で、自動車指令へ適合させなければいけないのは1機種だけで、どの指令に適合させれば良いのかが明確になり
ました。
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　情報技術グループでは、電子機器・情報機器の分野において、高精度・高付加価値製品の技術開発を支援
するために、高機能な測定装置・分析装置などを保有しています。
　その中でも非破壊で電子機器等の検査を行うことができるナノフォーカスX線CTスキャン装置につ
いてご紹介します。

ナノフォーカスX線CTスキャン装置ナノフォーカスX線CTスキャン装置
情報技術グループ

装置の概要

活用事例

　情報技術グループでは、X線CTスキャン装置を用いて、

プリント基板やケーブルなどの電子機器の非破壊検査を

行っています。 X線CTスキャン装置で得られた画像を観

察することで、故障箇所やはんだの状態などをチェックす

ることができます。X線CTスキャン装置は、機器を破壊す

ることなく内部の状態を観察することができるため、観察

後に別の方法でも調査を行うことができます。特に、ナノ

フォーカスX線CTスキャン装置は、検査品をテーブルに水

平に置くことができるため、基板の検査などに適していま

す。CT機能も付いており、断層の撮影も可能ですので、部

品内部の破損や欠陥を発見することができます。

◆X線透視検査
　X線で透視を行いながら検査を実施します。ナノオー

ダーの最小焦点を持ち、微細な構造等の観察に適していま

す。ケーブル等の断線を確認したり、基板上のはんだの状

態を確認することができます。

◆X線CTスキャン
　透視画像を数百枚撮影し、それらを基に3次元画像を

作成します。検査品を輪切りにした断層画像を表示して、

内部構造を確認することができます。多層基板の各層の

銅パターンを確認したり、はんだボールの様子を確認す

ることが可能です。

仕様

ナノフォーカスX線CTスキャン装置外観

検査品をテーブルに設置した様子

はんだ部分の
断層画像

はんだ部分の三次元画像

●最大管電圧：90 kV/160 kV｠ 　
●最 小 焦 点：250 nm/800 nm｠ 　
●最大スキャンエリア（径×高）：230 × 50 mm｠

利用料金例
●依頼試験（X線透視検査）の場合 
　最初の5分　　　1,532円（中小）/ 2,221円（一般）
　以降5分毎に　　   442円（中小）/    884円（一般）
●依頼試験（X線CTスキャン）の場合 
　最初の5分　　　2,057円（中小）/ 2,952円（一般）
　以降5分毎に　　1,131円（中小）/ 1,131円（一般）
※上記料金は、一例です。詳細はお問い合わせください。

   情報技術グループ＜本部＞ TEL 03-5530-2540お問い合わせ

左の電子部品に対し
X線CTスキャンを行った例


